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議案第６４号 

小田原市市税条例の一部を改正する条例 

小田原市市税条例（昭和５０年小田原市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項の表中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２条第１項第４号の

２」に改める。 

第１２条第３項中「第４条の７」を「第４条の３」に改める。 

附則第１７項中「第３０項」を「第３１項」に改める。 

附則第２８項の前の見出しを「（令和４年度分及び令和５年度分の種別割の税率の特

例）」に改め、同項中「の軽自動車」の次に「のうち、自家用の乗用のもの」を加え、

「平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで」を「令和３年４月１日から令和４

年３月３１日まで」に、「令和２年度分」を「令和４年度分」に、「令和２年４月１日 

から令和３年３月３１日まで」を「令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで」に、

「令和３年度分」を「令和５年度分」に改め、同項の表を次のように改める。 

３，９００円 １，０００円 

１０，８００円 ２，７００円 

附則第３２項を附則第３３項とし、附則第３１項を附則第３２項とする。 

附則第３０項中「附則第３０条第４項各号に掲げる」を「附則第３０条第８項の規定

の適用を受ける３輪以上の」に改め、「のうち３輪以上のもの」を削り、「除く」を

「除き、営業用の乗用のものに限る」に、「平成３１年４月１日から令和２年３月３１

日まで」を「令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで」に、「令和２年度分」を

「令和４年度分」に、「令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和４年

４月１日から令和５年３月３１日まで」に、「令和３年度分」を「令和５年度分」に改

め、同項の表を次のように改める。 

３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

 附則第３０項を附則第３１項とする。 

附則第２９項中「附則第３０条第３項各号に掲げる」を「附則第３０条第７項の規定 

の適用を受ける３輪以上の」に、「のうち、３輪以上のもの」を「（営業用の乗用のも

のに限る。）」に、「平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで」を「令和３年
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４月１日から令和４年３月３１日まで」に、「令和２年度分」を「令和４年度分」に、

「令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和４年４月１日から令和５年

３月３１日まで」に、「令和３年度分」を「令和５年度分」に改め、同項の表を次のよ

うに改める。 

３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

附則第２９項を附則第３０項とし、附則第２８項の次に次の１項を加える。 

２９ 法附則第３０条第２項各号に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用の乗用のものを

除く。）に対する第２６条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１

日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度

分の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の種別割に限り、同条第２号ア

の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

附 則

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第９条第１項の表及び第１２条第３

項の改正規定は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の附則第２８項から第３１項までの規定は、令和４年度分及び令和５年度分

の軽自動車税の種別割について適用し、令和３年度分までの軽自動車税の種別割につ

いては、なお従前の例による。 

令和 ３ 年 ９ 月 １ 日提出 

小田原市長 守 屋 輝 彦 
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（理由） 

地方税法が一部改正され、一定の環境性能を有する軽自動車に対する軽自動車税の種

別割の税率の軽減措置が延長されたことに伴う所要の措置を講ずる等のため提案するも

のであります。 


